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2025年11月18日 

 

 

荷主各位  

マースクAS 

カスタマーエクスペリエンス 

 

 

 

【欧州向け】 Import Control System 2 (ICS2) release 3 記載方法に関するご案内 (5)  

 

 

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

  さて、現在までに改訂版のご案内を随時更新させていただいておりましたが、こちらにて最新の情報をまとめましたの

で、ご案内いたします。一部変更がございますので、変更点を赤字にてご案内いたします。 

 

 本件につきましてご不明な点がございましたら、カスタマーエクスペリエンスまでお問い合わせください。 

 

 

敬具 

 

 

記 

 

 

1. 施行日   : 2025年4月1日 - 対象地域に向かう本船の出港日ベース 

 

2. 適用国 (輸入国) :  

オーストリア / ベルギー / ブルガリア / クロアチア / キプロス / チェコ共和国 / デンマーク /  

エストニア / フィンランド / フランス / ドイツ / ギリシャ / ハンガリー / アイルランド / イタリア / ラトビア / リトアニア /  

ルクセンブルク / マルタ / オランダ / ポーランド / ポルトガル / ルーマニア / スロバキア / スロベニア / スペイン /  

スウェーデン / レユニオン / フランス領ギアナ / グアドループ / マルティニーク / マヨット 

 

3. 対象申告種類 

 

種類 

House 

B/Lの 概要 

有無 

F10 無 実際の Seller / Buyer が Maersk B/L の Shipper / Consignee と一致している場合 

F11 有 Maersk が House B/L を代行送信する場合 （送信手数料 USD 120 per HBL ） 

F12 有 Maersk B/L の Consignee がフォワーダーで、 Self-filing される場合  

F13 無 実際の Seller / Buyer が Maersk B/L の Shipper / Consignee と異なる場合 

 

※ NACCSをご利用の場合、記事欄に上記種類のいずれかをご記載ください。 
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4.   提出必須項目 

     •     Actual Shipper (Seller) / Actual Consignee (Buyer) の完全な住所   

        ➢ 会社名、住所、郵便番号、都市名、国名、Eメールアドレス、電話番号、 P.O Box Number 

                    ➢ Consignee が To Order の場合は、 First Notify Party の詳細をご提出ください。 

     •     6桁のHSコード  

                    既報の通り、弊社ではすべての仕向け地において6桁のHSコードのご提出を必須としております。 

              •    無害化学物質及び危険物化学物質のCUSコード  

                    European Customs Inventory of Chemical Substances (ECICS) の化学物質リストに含まれている場合は、 

                    無害化学物質及び危険物化学物質の CUSコードを提出する必要があります。 

                    ➢ CUS コードが複数ある場合は、代表の一つをご入力ください。 

                    ➢ EU ポータルサイトから ( リンク ) 化学品のCUS コードを検索できます。 

                    ➢ CUS コードに関するご不明点は European CommissionへEmailでお問い合わせください。 

                         Email : taxud-dds-ecics@ec.europa.eu 

      •    シール番号 

 

5. House Bill of Lading (以下HBL) について 

ICS2 の規定により、HBL 発行の有無を欧州税関に申告することが義務付けられています。 

  

6. 種類別 対応方法  

 

< F10 > 

    上記必須項目をご提出ください。 

   NACCS ACL01 をご利用の場合、記事欄に ”F10” とご入力ください。 

 

   < F11 - HBL情報の代行送信を弊社にご依頼の場合 > 

               Actual Shipper (Seller) / Actual Consignee (Buyer) の会社名、住所、郵便番号、都市名、国名、 

               Eメールアドレス および電話番号の情報が必須です。             

以下の通りHBL情報をご提出ください。 

 

 a) マースク eコマースサイト Maersk.com Self Service portal をご利用の場合 

                    船積み指示書 (Submit shipping instruction)  の書類 (Document) タブ内でご指示いただけます。 

 

➢ HBLの有無は Yes を選択してください。 

 

                       
 

➢ ハウス船荷証券 (HBL) は Maersk が作成しますか？の質問に “はい” を選択し、ハウスBLの件数をご

入力ください。 

 

 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/file:/C:/Users/KNA023/Downloads/6-digit-hs-code-mandatory-for-all-global-cargo-01122022%20(4).pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecics/chemicalsubstance_consultation.jsp?Lang=en
mailto:taxud-dds-ecics@ec.europa.eu
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➢ House Bill of Lading のタブが作成されますので、HBL情報をご入力ください。 

 

 
 

 

b) INTTRA Shipping Instruction をご利用の場合 

  ICS2 Entry Summary Declaration 欄に沿ってご入力ください。 

 

c) NACCS ACL01 をご利用の場合 

  記事欄に  “Create HBL”  と “ F11 ” と必ずご記載ください。 

 ACL 送信後に 専用フォームにHBL情報を記入の上、Eメールでお送りください。 

• 送付先 : jp.export@maersk.com  

• Subject に “ICS2-HBL + Booking number xxxxxxxxx” とご記入ください。 

 

< F12 - HBL情報をSelf-filingされる場合 > 

     HBL情報の提出の必要はございませんが、Self-filingされる方のEORI 番号をお知らせください。 

      

     a) マースク eコマースサイト Maersk.com Self Service portal をご利用の場合 

            船積み指示書 (Submit shipping instruction)  の書類 (Document) タブ内でご指示いただけます。 

 

➢ HBLの有無は Yes を選択してください。 

 

 
 

➢ 代行送信の有無は No を選択し、申告を行うお客様の EORI 番号をご記入ください。 

 

 
 

https://www.maersk.com/~/media_sc9/maersk/local-information/files/asia-pacific/japan/export/advisory---others-and-document/ics2-house-bl-filing-request-form.xlsx
mailto:jp.export@maersk.com
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b) INTTRA Shipping Instruction をご利用の場合 

         ICS2 Entry Summary Declaration 欄に沿ってご入力ください。       

 

c) NACCS ACL01 をご利用の場合 

  記事欄に “ F12 “ と、申告を行うお客様のEORI番号を以下フォーマットのいずれかを使用してご記入ください。 

   •  EORI NO.  

   •  EORI Number  

   •  EORI#     

 

              <F13> 

             a) マースク eコマースサイト Maersk.com Self Service portal をご利用の場合 

            船積み指示書 (Submit shipping instruction)  の書類 (Document) タブ内でご指示いただけます。 

 

➢ Documentation タブで以下の通り選んでください。 

 

                    
 

➢ Partiesタブ内、Additional Parties 欄の[Buyer (買主)]と[Seller]に必要事項をご入力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) INTTRA Shipping Instruction をご利用の場合 

         ICS2 Entry Summary Declaration 欄に沿ってご入力ください。       

 

c) NACCS ACL01 をご利用の場合 

        記事欄に“ F13 ” と、申告を行うお客様の EORI 番号 またはSellerおよびBuyer の会社名、住所、 

        郵便番号、都市名、国名、Eメールアドレス、電話番号を記事欄にご入力ください。 

EORI 番号をご入力の際は、以下フォーマットのいずれかを使用してご記入ください。 

記事欄に入りきらない場合は、必要事項を jp.export@maersk.com までご送信ください。 

 

   •  EORI NO.  

   •  EORI Number  

   •  EORI#     

 

 

7. FAQ に最新情報が更新されますので、ご参照ください。 

 

以上 

https://www.maersk.com/~/media_sc9/maersk/local-information/files/asia-pacific/japan/export/advisory---others-and-document/ics2-guidance-qa-updated-20250718.pdf

